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〇介護支援ボランティア加算について
地域の為に自身でできることを実行、とあるが、個人（個別ケース）
に対して行うことは対象外か？

介護支援ボランティア受入機関において、指定を受けている介護支援ボ
ランティア活動の内容に該当する活動を主に想定していますが、ボラン
ティアポイントのつかない個別ケースについても利用者の自発性に基づく
参加支援・役割創出に資するものである場合は算定の対象となります。

令和３年３月29日　Q&A　問２　は削除する

〇介護支援ボランティア加算について
デイで作成する「ボランティア計画」とは、所定の様式があるのか？
または今まで通りの通所介護計画に記載すれば良いのか？

参考様式を桑名市のホームページ上に掲載しました。
同様にチームオレンジ加算の「オレンジプラン」についても参考様式を掲
載しましたので加算算定時にご活用ください。

令和３年３月29日　Q&A　問３　は削除する
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